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１．全体構想

１．全体構想 

Ⅰ．環境モデル都市としての意義及び地域基盤 
○経済と行政の中枢で実現する低炭素型都市 

千代田区は、わが国の政治・経済の中心であり高度な業務機能が集積して 
いる。活発な経済活動によって、今後も都市機能の更新に伴い業務床面積が 
増加する中、CO2の大幅削減をめざす低炭素型大都市モデルを示すもので 
ある。 

また、高度な業務機能が集積している一方で、皇居を中心とする水と緑に 
囲まれた豊かな自然環境を擁しており、これらの自然の力を活用した環境 
共生型の大都市モデルを構築するものである。 
○多様な人材とパートナーシップ 
区内には、4.6 万人の夜間区民に対し、85 万人の昼間区民がおり、昼間 

区民が環境に配慮する意識や行動を身につけることにより、首都圏における 
家庭での温暖化対策の推進への波及効果がある。 

また、区内には主体的に環境共生に取り組む企業により構成される民間 
団体（大丸有環境共生型まちづくり推進協会）や区民、企業、大学、行政 
などが協働して温暖化対策等に取組む協議会（CES（千代田エコシステム） 
推進協議会）などが組織化され公民パートナーシップが築かれている。 
○区独自の条例制定による理念と仕組みの構築 

このような特徴をもつ千代田区において、積極的に地球温暖化対策に取り組むため、２００７年１２月 
に「千代田区地球温暖化対策条例」http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00091/d0009193.html を制定し、２

０２０年に２５％削減（９０年比）をめざす中期目標を条例に 
位置づけた。２００８年度からアクションプログラムづくりに 
入っている。新たな仕組みの構築にあたっては、例えば、 
温暖化対策促進地域(大丸有地区、霞が関地区等を予定)の 
指定を行い先導的な取組みを開始する。 

 
 
 

○東京都との連携による政策スキームの実施と全体への反映・波及 
東京都は環境確保条例を改正し民生業務部門も対象としたキャップ＆トレードスキームの導入を実施しよ

うとしている。民生業務部門を対象とするキャップ＆トレードは国際的にも珍しく、その成否は東京都心地域

で円滑な運用が図れるかにかかっていると言える。 
千代田区での以下の取り組みは、東京都の政策を具体の地域で実現する場としての役割を担うものである。

さらに、千代田区独自の政策・仕組みを加え、東京都全体の気候変動対策をより一層効果あるものにすること

をめざすものである。 
 
 
 

CES 推進協議会の活動 
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Ⅱ．環境モデル都市としての取り組み骨子 

＜気候変動対策大都市実行モデルの提示＞ 

高度な都市機能の集積と活発な民間開発投資により今後も建物延べ床面積が増加していく中で、長期での半

減を視野に、中期目標である２５％削減（対９０年比）をめざして、区全域での“量的削減シナリオ”と“ア

クションプログラム”および“制度・支援施策”を総合的に構築する。 

これらの取り組みは、「経済と環境の調和」という政策テーマを具体の地域において実行する“モデル”を

示すことになる。さらに、地域と直結している基礎自治体としての特性を生かして、中小規模事業者等も対象

にした独自の取り組みを行い、東京都の施策を補完・補強してより効果の高い温暖化対策をめざす。 

これらの取り組みは、東京のみならず国内の他の大都市での民生業務部門を対象とした気候変動対策の先進

的実行モデルとなるものであり、また大都市都心部における気候変動対策として我が国から世界に発進できる

モデルになるものである。 

“量的削減シナリオ”、“アクションプログラム”、“制度・支援策”の骨子は以下のとおり。 

①削減シナリオ 

Ａ．民生業務部門 

○「経済と環境の調和」のもとに、質と品格を備えた都市づくりの推進を図ることとしている。民間投資に

よる延床面積増加が想定される。こうした状況のもと、区全体で２０２０年２５％の削減を図るため、下記

の３つの施策を重点的に実施する。 

(イ)単体省エネ対策の徹底 

○単体対策の徹底を図るため、新築建物のみならず、既存建物の省エネ化の推進にむけ、 

区独自の取り組みを行う。 

○新築建物を対象として、区条例にもとづく 

「建築物計画書制度」を導入する。これは、 

東京都で実施される「建築物環境計画書制度」を 

補完するものとして、東京都の制度では対象とされない中小規模の建築物を対象として実施する。 

○ そのねらいは、「省エネの徹底」「再生可能エネルギーの活用推進」に重点をしぼり、提出された計画書に

もとづいた相談等を行い、温暖化対策により効果の上がるスキームとする。 

○ 既存建物を対象とする省エネの推進は、特に中期目標達成にむけては重要。これまでの既存建物を対象と

する省エネ推進対策(啓発活動や個別省エネ診断など)を超えて、以下のような新たな取り組みを行う。   

これらは、いずれも、他の都市にも適用可能な先導的モデルになるものである。 

 

Ａ．建築物エネルギー使用実態調査の実施  

Ｂ．街区単位での既存中小ビルの省エネ化「グリーンストック作戦」の実施 

Ｃ．省エネや再生可能エネルギー導入に関心の高い事業者の組織化とコンサルティングの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（仮称）サポートセンター

新築建物           促進

計画書提出 

    
  チェック

コンサルティング

トップランナー省エネ機器導入等

相談・提案・協議の場 



 3

(ロ)面的対策の推進 

○中長期の大規模削減にむけた対策としては、建物単体の省エネ低炭素化だけでは不十分である。このため

都市再生緊急整備地域等における新たな都市再生プロジェクトを実施区域、並びに大学、病院、データセンタ

ー等のエネルギー多消費型施設とその周辺区域を対象として、エリア内建物相互間でのエネルギー融通や、エ

リア全体を対象とした面的エネルギーシステムの整備、さらにエリアエネルギーマネジメントシステムの導入

などを図り、一層の低炭素化を推進する。 

○この場合、エリア内及びその周辺の未利用エネルギー資源の積極的活用を行うほか、エリア全体として再

生可能エネルギーの導入を進める。 

○このため、区条例にもとづき「温暖化対策促進地域」 

(アクションエリア)の指定を積極的に展開し、「地域協議会」 

を設置して、中期目標の達成に向け、エリアごとの 

「アクションエリアプログラム」を策定し促進する。 

○また、エリア全体での合意にもとづいた 

「アクションエリアプログラム」の確実な実施を図るため、 

地区計画手法の活用が有効であるところから、新たな地区 

計画(総称「低炭素まちづくり型地区計画」)の創設を国に 

働きかける。 

 

(ハ)再生可能エネルギーの都市内導入促進(グリーンエナジー千代田イニシアチブの創設) 

○再生可能エネルギーの導入を図ることは、上記の面的対策と合わせて、中長期削減目標の達成に向け重要と

なる。 

○千代田区おいては、現に「千代田区新エネルギービジョン」を策定しており、その中期重点プロジェクトと

して、太陽エネルギーの活用、水温度差エネルギーの活用、生ゴミバイオマスの活用をテーマとして掲げてい

る。 

○このうち、特に太陽エネルギーの導入促進を図ることは、削減量の量的到達にむけ重要となる。 

○千代田区内においては多数の中小ビルがあり、 

これらが今後順次建替え更新時期を迎える。 

その時期をとらえて、特に屋上スペースの 

一定割合を太陽エネルギー利用に活用するよう 

積極的な導入促進の取り組みを行う。 

また、既存ビルの屋上利用や商店街を 

単位とした太陽エネルギー利用の促進を図る。 

○このため、導入促進を支援する施策パッケージ 

「グリーンエナジー千代田イニシアチブ」 

(具体的内容は後記)を実施する。 

○また、水資源活用、生ゴミバイオマス活用に関する 

公民協働のパイロットプロジェクトの事業化を推進する。 

 

 

 

 

木質チップ(又はペレット)

木質
バイオマス
ボイラー

温水 暖房・給湯需要

電力需要

冷水

冷房需要

単効用吸収冷凍機

太陽光パネル

 協議

候補地域・区域 
・

指定

  
まちづくり協議会

合意

区

  都市計画

 
地域協議会

  
 

主要メンバー 

ビルオーナー、ビル管理会社 

エネルギー供給事業者 など 、 
 

 
アドバイザー 

省エネ技術者、学識経験者 など

   

 
温暖化対策促進地域 

  
連携

  

・既存地域冷暖房が存在する地域で建物更新が進む区域 
・公共施設、大学及び病院・福祉設備とその周辺地域 
・その他、集中的な温暖化対策を行うことにより、より高い効果が 

見込まれる地域 



 4

Ｂ．運輸部門 

○都市圏交通計画協議会(国交省と１都４県４都市で構成)パーソントリップ調査にもとづき、 
東京都市圏における交通需要の将来推計とそれにもとづく総合都市交通計画の立案を実施している。 
○年度レポートによれば、首都圏三環状道路整備による効果として、都心区ゾーンにおいては、約３０％のカ

ーボン削減が図られるとしている。このため、運輸部門でも交通量の減少や燃費の向上により、上記削減量を

見込むこととし、その上で、本区独自の下記の取り組みを実施することにより、約１２．９万トンの削減を図

る。 

  

①グリーン物流システムの構築(含静脈物流) 

②環境負荷の少ない自動車交通システムの整備 

(電気自動車の導入促進の基礎整備) 

③自転車活用対策                  

                

Ｃ．民生家庭部門 

○区民及び昼間区民を対象としたライフスタイル改善による温暖化対策についての普及・啓発活動をワンスト

ップ機能をもつ実行支援組織「(仮称)サポートセンター」(内容は後述)を通じて推進。 

○また、区内での新築マンション及び今後大規模修繕に入る既築マンションを対象として、太陽エネルギー(特

に熱)の活用推進を図るための区独自の取り組みを実施。(後述のグリーンエナジー千代田イニシアチブの活用

など) 

 

＜温暖化対策・ヒートアイランド対策・循環型社会形成と都市づくりの統合的実施＞ 

国際的な都市間競争の激化のなか、低炭素・環境面で世界最高水準の性能を持つ“環境モデル都市”を構

築するため、地域のみならず、世界的にも貴重な都市環境資源である“皇居の森と濠”を拠点として、温暖化

対策・熱環境対策・循環型社会形成施策と都市づくりの統合的プログラムを構築して、国、東京都、大学、民

間企業、NPO、区民等多様な主体の積極的参画のもとに推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気自動車 
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１－１ 現状分析 

１－１－① 温室効果ガスの排出実態等 

＜温室効果ガスの排出実態＞ 

 
 区内には産業部門の施設は無く、また清掃工場、下水処理場等も立地していない。 

 このため、民生部門及び運輸部門のエネルギー消費に伴う二酸化炭素排出が大半を占める。 

＜地域特性＞ 

商業･業務活動の拡大により今後もエネルギー消費は増大していくことが予想されるが、反面、本区の地域

特性として商業・業務施設の密集化に伴い、エネルギー需要が高密度化していることから、面的な対策などに

より高効率のエネルギー利用を図りやすいという特性がある。 

 総排出量と部門別の二酸化炭素排出量の推移 （ ）内は基準年度比 

 

 1990 年度（基準年） 2005 年度（現状） 2012 年度（推計） 

総排出量 
249.0 万トン 

（100） 

280.3 万トン 
（113） 

311.0 万トン 
（125） 

家庭 
10.6 万トン 
（100） 

10.8 万トン 
（102） 

11.2 万トン 
（106） 

業務 
163.5 万トン 

（100） 

206.4 万トン 
（126） 

236.7 万トン 
（145） 

運輸 
57.3 万トン 
（100） 

56.0 万トン 
（98） 

56.0 万トン 
（98） 

産業 
17.5 万トン 
（100） 

7.1 万トン 
（41） 

7.1 万トン 
（41） 

 
 出典：(財)特別区協議会 

特別区の温室効果ガス排出量 温室効果ガス排出量算定手法の標準化     

 業務部門(現状)の二酸化炭素排出量は全体の７割以上を占める。 

 家庭部門推計は、予想世帯数に１世帯当たりの電力・ガス使用量と排出係数を乗じる。 

 業務部門推計は、予想業務床面積に電力・ガス使用量と排出係数を乗じる。 

 運輸・産業部門推計は、将来動向の想定が難しく、2005年度と同水準で推移すると想定。  
 2002年に産業部門（製造業）から削除された出版業は、現状では業務部門に計上。 
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１－１－② 関係する既存の行政計画 

計画の名称及び策定時期 評  価 

千代田区地球温暖化

対策条例 
(平成 20 年 1 月施行) 

○「２０２０年までに、区内の二酸化炭素排出量を１９９０年比で２５％削減する社 
会をめざす」対策目標を設定。 
○まちづくりと連動した面的温暖化対策（アクションエリア制度の実施）、建築物計 
画書制度や温暖化対策基金の設置などの先進的な制度を規定。 

新エネルギー 
ビジョン 
(平成 18 年 5 月策定) 

○重点プロジェクトとして、ソーラーエネルギー活用、水温度差活用、生ゴミバイオ

マス活用プロジェクトを選定。 東京駅でのＦＳを実施。 
○上記に基づいて「東京駅でのエコステーション計画」を策定。駅コンコース等への

トンネル湧水活用とホームでの太陽熱利用の事業化フィージビリティ調査実施 
ヒートアイランド 
対策計画 
(平成 18 年 5 月策定) 

○ 皇居の森と濠によるクールアイランド効果の測定・分析。 
○ 具体的な２０の施策を掲示。 
○ 国・都・大学、大丸有協議会等で戦略会議を設置。（区が事務局） 

メンバー間の情報共有と協働プロジェクトの構築・実施に向けて継続的に協議。 
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１－２ 削 減 目 標 等 

１－２－①削減目標 

○２０５０年に温室効果ガス半減を視野に入れる。 
○２０２０年までに、区内の二酸化炭素排出量を１９９０年比で２５％削減する社会をめざす対策目標を設

定。（千代田区地球温暖化対策条例(平成２０年１月１日施行)） 
○区内の二酸化炭素排出量は、基準年度（249.0 万トン）から現状(280.3 万トン)で約１３％増加した。 

２０２０年度までには世帯数や業務床面積の増加により(331.1 万トン)約３３％の増加が見込まれる。 

 

総排出量と部門別のＢＡＵ排出量、必要削減量 （ ）内は基準年度比 
 

 1990 年度(基準年) 2020 年度(BAU 排出量) 2020 年度（必要削減量）

総排出量 
249.0 万トン 

（100） 
331.1 万トン 

（133） 
186.7 万トン 

（75） 

家庭 
10.6 万トン 
（100） 

12.3 万トン 
（116） 

6.1 万トン 
（58） 

業務 
163.5 万トン 

（100） 
255.7 万トン 

（156） 
130.4 万トン 

（80） 

運輸 
57.3 万トン 
（100） 

56.0 万トン 
（98） 

43.1 万トン 
（75） 

産業 
17.5 万トン 
（100） 

7.1 万トン 
（41） 

7.1 万トン 
（41） 
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１－２－②削減目標の達成についての考え方 

「全体構想」において示した「削減シナリオ」の実現に向けた、部門別の考え方は以下のとおりである。 

Ａ．単体対策の徹底（削減目標８１．９万トン） 

 

① 新築建物対策 

２０２０年までに新築される建物については、改正省エネ法の水準のクリアのほか、政府目標達成計画にお

けるメニュー（高効率給湯器など）導入の１００％達成をめざす。 

また、太陽エネルギーを中心とした再生可能エネルギーの導入推進を図る。 

このため、千代田区条例に基づいた「建築物計画書制度」（詳細は後記）を実施し、建築主と省エネや再生

可能エネの導入に関して十分な協議・調整を行う。さらに、この協議・調整のための実施組織として、産官学

協働のもとで、本区に集積している専門人材の結集を図り組織する「(仮称)サポートセンター」を設立し、こ

こをワンストップショップとして機能させる。 

 

② 既存建物対策 

２０２０年までに大規模修繕や設備入れ替え時期を迎える既存建物を中心に、既存建物全体の５０％をめざ

して政府目標達成計画における省エネメニュー導入の実現を図る。  

このため、街区単位で既存中小ビルの省エネ推進をめざす本区独自の施策「グリーンストック作戦」（詳細

は後記）を展開するとともに、対象街区に入っていない既存建物で省エネ・新エネ活用に関心の高い事業者を

組織化し、情報の提供・相談などを地域ベースできめ細かく行う。対応も「(仮称)サポートセンター」が行う。

 

Ｂ．面的対策の推進（削減目標４．２万トン） 

 

①既存地冷の低炭素化 

②新規面的エネルギーシステムの整備 

③建物間融通 

④エリアエネルギーマネージメント 

システムの導入  

 

  

 

 

 

 

 

Ｃ．再生可能エネルギーの導入促進（削減目標６．９万トン） 

①屋上スペースの有効活用による太陽エネルギー導入の促進 

 区内全域を対象として、業務商業系建物(延床面積５００㎡以上)の約半分に、太陽エネルギーパネル 

（電気・熱など屋根面積３０％）導入を推進する。 

このため、太陽エネルギーなど再生可能エネルギーの導入支援の施策パッケージである「グリーンエナジー

千代田イニシアチブ」（詳細後記）を実施する。 

ビル排熱・下水道・河川水・地下水等

蒸気 冷気

蓄熱ヒートポンプ 、コ―ジェネレーションなど 

導管延長・連結 

熱源設備の高効率化
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②ゴミ廃熱・建物廃熱の活用 

既存地域冷暖房の低炭素化や新規面的エネルギーシステムの導入にむけ、近隣ゴミ工場からの廃熱導入の検

討を図る。 

また、インターネットデータセンターなどからの廃熱を周辺地域で活用するため地域エネルギー資源地図を

作成し、エネルギー拠点を中心とした活用計画を策定しその実現を図る。 

③水温度差の活用 

千代田区内の水資源（河川、濠、下水道、雨水貯留、湧水、地下水）に関する既存調査をレビューし、改め

てこれらを関連づけた「水循環」調査を実施する。 

これを踏まえて、水温度差を活用するエリアアクションプランの策定を行い、面的都市再生プロジェクト等

での実現を図る。 

④バイオマスの活用 

まず、地域内から排出される生ゴミ（業務用）のバイオマス活用の具体化を図る。 

過年度、大丸有地域を対象として、亜臨界水処理方式による生ゴミのバイオガス化とそれの地域冷暖房での活

用について実証実験の手前まで検討したが、今後は、より具体的な検討を進める。 

さらに、乾式方式等バイオガス化に関する新たな技術開発の成果を取り入れ、大都市都心地域における地産

地消型のバイオマスプロジェクトの実現を図る。また、木質バイオマスを活用したペレットボイラーシステム

の導入検討を区立施設を対象に進め、大都市での木質バイオマス需要の喚起を図る。 

１－２－③フォローアップの方法 
温室効果ガスの排出状況の把握については、(財)特別区協議会が開発した特別区の温室効果ガス排出量算定

ソフトを活用する。 
計画の見直し等フォローアップについては、学識経験者、区民、事業者などによる評価委員会を組織し、

施策の推進・評価等を行う。 
１－３地域の活力の創出等 

・国際的な都市間競争の中で、世界をリードする低炭素で環境性能の高い都心と都心コミュニティを構築する

ことは、東京の国際競争力の強化につながり、地域における民間投資の推進にも寄与。 
・温暖化対策実施のワンストップショップ「(仮称)サポートセンター」には区内の産官学の専門的人材とそれ

を支える NPO 等やボランティアが結集。国内及び海外に向けたショーケースとするための公民協力の取り組

みの実施による地域活性化に寄与。 
・昼間区民は８５万人（うち大学生１０万人）に達しており、これらの人々が参画する温暖化対策を通じて、

地域コミュニティの活性化を図る。 
・地方の再生可能エネルギー事業と低炭素まちづくりの支援により、都市の低炭素化と地方の活性化に寄与す

る。 
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２．取組み内容 
２．取 組 内 容  

２－１ 高水準な建物のエネルギー対策の推進に関する事項 

２－１－①取組方針 

① 国や東京都で定められた省エネ性能の区内でのより確実な達成を図るため、国や都では対応が難しい中小

規模の建物を対象として、新築、既築を問わず建物の省エネ性能確保の徹底を図る仕組みや普及啓発活動を進

め、建物のローカーボン化を推進。 
② 行政による率先垂範やローカーボン・ゼロカーボン建築のモデル発信を意図し、区有施設のローカーボン・

ゼロカーボン化を進める。 
③ 建物運用時の省エネ化を推進する為に、エネルギーマネジメント導入を支援し、継続したローカーボン・

ゼロカーボン化を実現する。 
２－１－② 5 年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 
主体 

時期 
削減見込（CO2-t） 

部門の別 
活用を想定する

事業等 

５年間

新築・増改築 

約 26,000t- 

CO2/年の削減 

既築 

約 1,600t- 

 CO2/年の削減 

中期 

新築・増改築 
約 53,000t- 
CO2/年の削減 
既築 
約 178,000t- 
CO2/年の削減 
 

(a)建物の徹底したローカーボン化の推進 
◇新築建物の省エネ化推進 
＜千代田区建築物計画書制度と(仮称)サポートセンターの

設置＞ 
(イ)新築建物において、改正省エネ法省エネ基準のクリアのほ

か、京都議定書目標達成計画がめざす高水準の省エネメニュ

ーの導入を図るとともに、合わせて再生可能エネルギーの導

入を推進することを目的とする。 
(ロ)このため、条例に基づき「千代田建築物計画書制度」を導

入する。対象は、東京都建築物計画書制度の対象規模未満で

改正省エネ法の対象規模(３００㎡)以上とする。 
(ハ)これらの実行組織として、区・企業・関係公益法人・NPO
並びに大学が参加した産官学連携のメンバーによる「(仮称)

サポートセンター」を設立し、計画書の提出に基づくチェッ

クやコンサルティングを行う。 
(二)政府目標達成計画における省エネメニューの検討状況と 
再生可能エネルギーの検討状況をチェックし、省エネ推進と

再生可能エネルギー活用に向けた相談・提案・協議を進める。

(ホ)具体的には、省エネに関しては後述の「省エネクラブ」、

再生可能エネに関しては同「新エネクラブ」の取り組みのほ

か、後述する「グリーンエナジー千代田イニシアチブ(再生可

能エネルギーの都市内導入促進)」を活用した支援を行う。 
 
 
 
 
 

建設事

業者 
千代田

区 
東京都

 
～ 
２４ 
年度 

部門 

民生業務 

住宅・建築

物省 CO2 

推進モデル

事業 
(国交省) 
 
国内ＣＤＭ

制度 
(経産省) 
 
住宅・建築

物高効率 
エネルギー

システム 
導入促進 
事業費 
補助金 
(経産省) 
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◇ 既設建物の省エネ化推進 
・グリーンストック作戦の展開(街区協議会) 
(イ) 既存建築物に対する省エネの革新的推進を図るため、新 
たな取り組みとして、地域との協議を踏まえて、省エネ推進・

ローカーボン化モデル街区を指定する。 
(ロ) 街区協議会を設立し、省エネに関する施策メニューや対 
策、並びに費用対効果などについての情報を共有する。 
(ハ)区が設立する産官学連携組織「(仮称)サポートセンター」

が窓口となり、都や各省、関係公益法人の助成メニュー活用

のサポートを行い、再生可能エネルギーの活用に関しても、

情報共有を踏まえて推進を図る。 

(二)区が地域に入り、関係者との協議を踏まえ、中小オフィス

ビル街区と商店街の２つのモデル街区を立ち上げ、各街区に

大学の研究者チームの参画を図り、2 つの街区を対象とした、

「建築物エネルギー使用実態調査」を実施。 
 
(ホ)エネルギー使用量のデータ分析を行い、データをもとにし

た、省エネメニューを検討。さらに、費用対効果等について

の情報共有を行い、ビル単体、複数ビル及び街区面的対策に

ついての合意形成を図る。 
(へ)モデル街区での実行を踏まえ、順次、区内他街区、他地区

への展開を推進する。 
 
・グリーンストック作戦(省エネ、新エネクラブ) 
(イ) モデル街区以外で、省エネ対策や再生可能エネ活用に強い

関心を持つ区内中小ビルオーナーを対象とした、「省エネクラ

ブ・新エネクラブ」を設置。 
(ロ) 省エネクラブ会員に対しては、省エネ診断や助成対象メニ

ューの選定並びに、各助成メニューの活用を含む費用対効果

を踏まえた対策実施プランの策定を支援し、省エネ対策の実

施を推進する。また、新エネクラブ会員に対しては、各種再

生可能エネ活用に関する基本情報のほか、導入支援メニュー

の周知と導入に向けた相談や各種手続き等のサポートを行

い、再生可能エネルギーによる低炭素化推進を図る。 
(ハ) 上記の産官学連携実行組織「(仮称)サポートセンター」

が窓口となり、クラブ会員に対する情報提供と相談を実施す

る。「(仮称)サポートセンター」が省エネや再生可能エネルギ

ーに関心を持つオーナー等にとって「ワンストップショップ」

機能を果たす。 

 再生可能エネルギーの導入 

太陽光・太陽熱・パッシブ 

 

 
敷地内の自然被覆化 

芝ブロック、 

保水性建材等 

 設備の高効率化 

空調・熱源設備 

熱負荷の抑制 

外壁・屋根・窓の断熱

や緑化 

 
壁面緑化 

 
人工排熱（顕熱）の削減

 屋上緑化 

 

・熱負荷低減のための設計面での配慮 

・再生可能エネルギーや未利用エネルギー利用への配慮

・省エネルギー設備システム導入についての配慮 

・地域における省エネルギーへの配慮(地域冷暖房など) 

・効率的なエネルギー運用の仕組みについての配慮 

・ヒートアイランド現象緩和についての配慮(緑化など) 

 

省エネビルイメージ（オフィス・商業） 

 
大学  
  
エネルギー関連の
研究室
など 

  

公益法人
ＮＰＯなど   
東京都地球温暖化 

防止活動推進センター
  
省エネルギーセンター
など 

●民間専門人材と区職員により構成
（下記業務を実施運営）

         建物単体での省エネの推進

 ①新築建物：建築物計画書制度の受付窓口
 ②既築建物：将来的にはグリーンストック作戦の本部機能

         ハード部門を中心とした温暖化対策の
         「総合相談窓口」、「情報発信拠点」
 
 ①建物の運用改善・設備更新のアドバイス
 ②省エネ機器などの普及促進 
 ③その他啓発活動 
 ④東京都地球温暖化防止活動推進センターなどによる
  省エネ診断を通じて、省エネ改修を行う場合、補助制度
  活用のアドバイスなどの支援 

エネルギー
供給事業者  
東京電力 

  
東京ガス 

など 

  

関連分野と適宜連携

仮 

サ
ポ
｜
ト
セ
ン
タ
｜

称 

⌒

） 
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5 年間 

CO2排出量ゼロ

電力・熱需要を

太陽光発電・ 
木質バイオマ

スなどの再生

可能エネルギ

ーで全て賄っ

た場合 

中期  

(b) 区有施設のゼロカーボン化の推進（ゼロカーボンモデル

施設の整備と活用） 
イ)太陽エネルギーや木質バイオマスエネルギーなどオンサ 
イトで再生可能エネルギーを活用するゼロカーボン公共施設

の準備を推進。 
まず、千鳥ヶ淵ボート場やこども施設での実施を図る。 
 
(ロ)建替えや設備更新時期をとらえて、再生可能エネルギーの

導入により、低炭素化した公共施設の整備を順次進める。 
(ハ)ゼロカーボン公共施設を可視化し、区民の環境教育施設 
として活用する。また、公共施設の周辺地域への熱融通や周

辺地域との共同プラント化についても積極的に検討を行う。

千代田

区 
東京都

民間 
大学等

～ 
２４ 

年度 

部門 民生業務 

千鳥ヶ淵 
ボート場 
整備事業 
(千代田区)
 
学校エコ 
改修と環境

教 育 事 業

(環境省) 

5 年間  
中期  

(c) エネルギーマネジメントの導入推進 
(イ)BEMS、HEMS の導入促進を図るほか、街区レベルや地

区レベルでのエネルギーマネジメントについて検討を進め 
る。 
(ロ)特に、都市再生プロジェクト地域での導入推進を図る。(地
区計画活用など) 
(ハ)公共施設及び大学、病院等を拠点としたエリアエネルギ

ーマネジメントについて検討を進める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

千代田

区 
～ 

２４ 

年度 
部門 民生業務 

 

５年間

約 81,000t- 
CO2/年の削減 
京都議定書目

標達成計画に

おけるトップ

ランナー基準

機器効率向上

水準を満たし

た場合 

中期 
約 130,000t- 
CO2/年の削減 

 
 
(d) 省エネ家電等の買い替え促進のインセンティブ 

構築 
・基金の設置、補助スキームの構築などにより、省エネ家電

等への買替えを促進する。 
 
 

千代田

区 
～ 

２４ 

年度 

部門 民生業務 

高効率給湯

器導入促進

事業費 
補助金 
(経産省) 
住宅・建築

物高効率エ

ネルギーシ

ステム導入

促進事業費

補助金 
(経産省) 

千鳥ヶ淵ボート場 

中小建物 

エネルギーデータ分析 ＡＥＭＳセンター 

中小建物 

通信回線 

省エネアドバイス 設備運転データ
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法令の規定等による制度的な課題等 

(a) 省エネ法や東京都環境確保条例との連携を図る運用とその体制構築が必要となる。 
(a)・(b)省エネ性能向上や再生可能エネルギー導入などへの補助制度拡充が望まれる。 

取り組みスケジュール（複数の取組間の連携も記述） 

取組内容 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

(a)建物の徹底した 
ローカーボン化の 

推進 

モデル地区 
設定 

協議会設置 

事業計画、 
ガイドブック

策定 

モデル地区内

事業実施 
区内他地区へ

事業展開 

事業検証 
区内他地区へ

事業展開 

事業検証 
区内他地区へ

事業展開 

(b)区有施設の 
ゼロカーボン化の 

推進 

新保健所 
太陽光発電 

導入 

  
他施設拡大 

検討 

   

(c)エネルギー 
マネジメントの 

導入推進 

エネルギーマ

ネジメントの

導入推進 

    

(d)省エネ家電等 
買い替え促進の 

インセンティブ構築 

キャンペーン

の実施 

基金設置 
補助スキーム

構築 

省エネ家電等

買替推進 
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２．取組み内容 

２－２ まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推進に関する事項 

○東京都心地域においては、これからも民間による活発な都市開発投資が見込まれている。 
○千代田区においては、大手町の連鎖型都市再開発がスタートしており、関係者間で環境への取組みのあり方

の検討を進めるほか、さらに地域における大規模跡地の開発やお茶の水地域における大学キャンパスの再生な

ど今後も都市再生プロジェクトが予定されている。 
○また、霞が関地域においても、今後各省庁舎の建替更新が順次なされていくことになっている。 
○これらのプロジェクトや更新事業は、いずれも、地区計画をはじめとする都市計画手法を活用した面的なま

ちづくり事業として実施される。千代田区は、地区計画の都市計画決定など地元行政機関として、中心的な役

割を果たすことが必要となる。 
○千代田区では、こうした面的まちづくりの機会を、温暖化対策を効果的に実施する絶好の機会と考え、「千

代田区地球温暖化対策条例」の中に“面的対策”の推進を位置づけた。 
○具体的には、条例第１８条をもとに、都市再生緊急整備地域をはじめとした、面的まちづくりの区域を「温

暖化対策促進地域(アクションエリア)」（大丸有地区や霞が関地区などを予定）として指定する。温暖化対策促

進地域では、少なくとも条例に規定する対策目標の達成に向けて、先導的な取り組みを行う。 
○アクションエリアにおいて地域の関係者と協議し合意の上、地域協議会を設立し、中長期的な削減目標を見

通した「アクションエリアプログラム」を策定する。 
○そして、その確実な実現を図るための取り組みとして、アクションエリアプログラムの主要な部分を地区計

画や都市施設の都市計画として決定することや、行政との協定化を図るほか、実施財源確保にむけ、関係者間

の合意にもとづいた「基金」の設立などを検討している。 
○こうした取り組みは、我国においては、初めてのものであり、特に大都市における民生業務部門の排出削減

を“経済と環境の調和”のもとに実施する手法として、他の大都市の先進的モデルとなるものである。 
２－２－①取組方針 

① 公民連携により、面的アプローチを実践するエリアを指定し、協議組織を立ち上げ、中長期的な削減目 
標とその達成方法を示すアクションエリアプログラムを作成する。 
② アクションエリアプログラムに基づき公民それぞれの役割分担のもと、エネルギーや交通、ヒートアイ 
ランドなど様々な対策をパッケージで実行する。 
③ 本区には東京駅や大丸有地区、霞が関地区など大きな特徴を持つエリアがあることから、先進的なモデ 
ルプロジェクトをまちづくりの中で実践し、発信する。 
２－２－② 5 年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 
主体 
時期 

削減見込（CO2-t） 
部門の別 

活用を想定する事

業等 

5 年間  (a) 温暖化対策促進地域の指定とアクションエリア 
プログラムの策定 

① 新規都市再生区域(都市再生緊急整備地域など) 
(飯田橋再開発地区など) 

② 既存地域冷暖房区域で建物更新が進む区域(大丸有地区

など) 
③ 公共施設、大学及び病院・福祉施設とその周辺地域 

(霞が関、駿河台及び区有施設周辺地域など) 
 
 

地区協

議会 
～ 

２４ 

年度 

中期 

約

27,000t-CO2/
年の削減 
床面積 
500 ㎡以上の

半分に太陽

光発電導入 
 

先導的都市

環境形成総

合支援事業

(国交省) 
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約 200t-CO2/
年の削減 
建物間 
熱融通 

 
アクションエリアの指定は、条例に基づいて行う。 
指定は平成２１年度から実施し、指定区域において、順次

「温暖化対策地域協議会」を立ち上げ、以下を内容とする中

長期的なアクションプログラムの策定を行う。 
① 未利用エネルギー活用による既存地冷の低炭素化 
② 新規低炭素型面的エネルギーシステムの整備(新規地区) 
③ エリアエネルギーマネジメントシステムの導入 
④ 再生可能エネルギー活用プログラム 
⑤ 地域連携プログラム 
 

部門 民生業務 

5 年間 

約 10,000t- 
CO2/年の 
削減 
５箇所程度

のプラント

新設・更新を

行った場合

の目標値 

中期 
約 30,000t- 
CO2/年の削減 
地冷更新等 

 (b)エネルギーの面的利用の促進 
(イ)新規都市再生区域における低炭素面的エネルギー 
システムの推進 
新規都市再生区域においては、エネルギー需要のアセスメ

ントを行い低炭素化に向けた実行プログラムの策定を建物単

体対策のみならず、面的エネルギーシステム導入の検討を含

め実施する様条例に基づく「低炭素社会形成指針」に定め、

その推進を図る。 
(ロ)既存地域冷暖房設備の新設・更新における 
低炭素化の推進 
昭和 50 年前後に先導的に導入された既存の地域熱供給シ

ステム設備の新設・更新（5 箇所程度）に合わせて、熱源融

通や供給エリア拡大を図る。また、未利用エネルギーとして、

ビル排熱、下水道、河川水、地下水などの活用を検討し、CO2

の大幅削減を実現する。（大丸有地区） 
(ハ)公共施設等とその周辺地域での面的エネルギー 
システムの導入 
公共施設・大学・病院については、その建替、設備更新に

合わせ、施設単体の低炭素化の徹底を図るとともに、そこを

拠点とした面的エネルギーシステム構築検討について地域協

議会等を設置して推進する。 
 
再生可能エネルギー都市内導入の推進 
中長期に向けて、CO2 の大幅削減を達成するためには、建

物単体の省エネ対策のみでは不可能。 
このため、再生可能エネルギーの建物単体への導入や街区

面的導入の推進を図ることが重要である。 
このため、千代田区では、下記を内容とする「グリーンエ

ナジー千代田イニシアチブ」と名付けて実施する。 
 

 

 
熱供給

事業者

～ 

２４ 

年度 

 

 

地区協

議会 
～ 

２４ 

年度 

 

部門 民生業務 

エコまちネ

ットワーク

整備事業 
(国交省) 
低炭素地域

づくり面的

対策推進 
事業 
(環境省・国

交省) 
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＜グリーンエナジー千代田イニシアチブの実施＞ 
○各種再生可能エネルギーに関する基本情報、費用対効果や

適合性、支援メニュー等についての「情報提供機能」と導入

と判断をするための「コンサルティング機能」、支援メニュー

の活用に関する「各種代行機能」、を併せ持つ、“ワンストッ

プショップ組織”を設立。再生可能エネルギーの検討と事業

実施にむけたバリアを低くし、家庭部門や中小ビルを含む業

務部門での導入促進を図る。 
○また、将来的には、ワンストップショップ組織を通じたプ

ラントやパネルの一括購入や一括発注によるコストダウンを

実現するスキーム並びに家庭部門や中小ビルでの導入による

排出削減の一定量をまとめて取引する国内 CDM スキームの

活用を図る。 
○さらに、生ゴミや木質バイオマスエネルギーを活用する事

業並びに下水道や地下水などの未利用エネルギーを活用する

事業の推進を図るため、調査から、関係者間の調整、資金計

画、事業手法、事業計画の構築までを行う「公民パートナー

シッププロジェクト」を検討する。 

5 年間 

約 2,600t- 
CO2/年の削減 
地域内でグ

リーン物流

を実施した

場合 

中期 
約 128,600t- 
CO2/年の削減 

（c）地域交通対策 
首都圏三環状道路の整備により、千代田区を含む都心地域

においては、大幅な(約 30％) CO2削減が見込まれている。(国
交省都市整備局４指定市で構成する都市圏交通計画協議会レ

ポートによる)区内において、公民連携のもと、さらに以下の

取り組みを推進し、運輸部門における一層の排出削減を図る。

(イ)グリーン物流システムの構築 
・ 共同荷捌き所の整備等により、物流車両のエリア内への

流入を抑制するとともに共同化による物流の効率化を図る。

（大丸有地区、神田地区） 
・さらに生ゴミ搬送などの静脈物流システムの低炭素化を進

めるため、隣接区との連携を図りながら、バイオディーゼル

の活用や、河川の活用についての検討を行う。 
(ロ) 環境負荷の少ない自動車交通の整備 

・国などの事業と連携し、電気自動車の普及促進に向けた充

電ステーションを整備する。（大丸有地区） 
・マンション等充電ステーション設置を指導要綱に位置づけ

る。 
(ハ)都市内自転車利用促進 
都心業務地域での業務用も含め、自転車利用の促進を図る

ため、サイクルポートの体系的整備や自転車レーンを導入し

た区道整備の検討を進める。 

 
物流協

議会 
～ 

２４ 

年度 

 
民間 
千代田

区 
～ 

２４ 

年度 

 
千代田

区 部門 運輸 

都市内物流

効率化モデ

ル事業 
(国交省) 
 

クリーンエネ

ルギー自動車

等導入促進

対策費補助

金(経産省) 
低炭素地域

づくり面的

対策推進 
事業 
(国交省) 
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5 年間 

約 8,000t- 
CO2/年の 
削減 
外気温低下

により冷房

負荷 3％ 
削減･冷房機

器効率 2% 
向上。大丸有

地区約 1,000
万㎡建物 
対象 

中期  

(ｄ)面的ヒートアイランド対策（大規模な風の道の創出） 
東京駅大丸の撤去、駅前広場の整備（緑化等）、行幸通りの

整備（保水性舗装・散水・銀杏並木植栽等）、大手町の森、一

号館広場の整備など、皇居と東京湾を結ぶ“風の道” 及び周

辺地域の面的整備によりヒートアイランド対策を推進する。

また、日本橋川沿いについては、緑のオープンスペースを形

成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都

鉄道事

業者 
民間 
～ 

２４ 

年度 

 

部門 民生業務 

クールシテ

ィ中枢街区

パイロット

事業 
(環境省) 

5 年間 

約 150t- CO2/
年の削減 
東京駅でク

リーンエネ

ルギーを導

入した場合 

中期 

 

(e) モデル事業の実施 
・ 東京駅におけるクリーンエネルギーの導入として、プラッ

トホーム上家での太陽エネルギー活用及びトンネル湧水の

冷熱利用による空調導入を図る（湧水利用は鉄道事業者に

て事業性の可否について検討中）。  
・国や都、地元企業と区により策定を進めているヒートアイ

ランド対策戦略プログラムに基づく面的対策を実施する。

（モデル地区の取組み） 
 
 
 
 
 
 
 

鉄道事

業者 

～２４ 

年度 

千代田

区 

東京都 

民間 

～２４

年度 

部門 民生業務 

新エネルギ

ー等事業者

支援対策 
事業 
(経産省) 

法令の規定等による制度的な課題等 
(b) エネルギーの面的利用にあたっては、大きな投資が必要であることに加え、民間敷地にとどまらず公共用

地の活用等に係る様々な調整が必要となることから、新たな都市インフラとしての位置づけや整備に関するイ

ンセンティブ、公的主体による共同溝整備などが求められる。 

風の道 撤去予定

行幸通り（銀杏並木の整備） 一号館広場

太陽光パネル

湧水 
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取組スケジュール（複数の取組間の連携も記述） 

取組内容 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

(a)温暖化対策促進地域

の指定とアクション

エリアプログラムの

策定 

地域調査の 
実施 
アクションエ

リアプログラ

ム作成 

重点事業選定

と FS 重点事業の事

業化計画 
 

重点事業実行

計画策定 
先導的プロジ

ェクトの実施

(b)エネルギーの面的 
利用の促進 

協議会設置 
基本計画策定 

  
 

  

(c)地域交通対策 

グリーン物流

協議会設置 
EV 充電設備 
実証実験 

 
 

事業化推進    

(d)面的ヒートアイラ 
ンド対策（大規模な 
風の道の創出） 

水資源・ 
循環調査 

調査継続 
モデル事業化

検討 
水循環事業 FS FS 継続 

事業展開プロ

グラム構築 

(e)モデル事業の実施 
東京駅太陽光

パネル設計・ 
施工 

東京駅太陽光

パネル使用 
開始 

 
他ホーム拡大

検討 
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２．取組内容 

２－３ 地域連携の推進に関する事項 

○東京都によるキャップ＆トレード制度の実施及び国における「国内排出量取引制度」の具体化に向けた検討が進行 

中である。 

○中長期的な削減目標の達成を図る手法として、排出量(クレジット)の取得も民生業務部門におけるメニューのひとつ 

となることが想定される。 

○排出量(クレジット)の取得にあたっては、資金の海外流出を防ぎ、国内の温暖化対策資金に投下されることが重要で

ある。 

○このため、国内において良質な低炭素プロジェクトが立ち上がることが不可欠となる。 

○我国においては、大都市のみならず地方都市中心市街地の再生に向けた面的まちづくりを今後着実に実施してい 

くことが課題となっているが、これらを低炭素プロジェクトとしていくことが重要になる。 

○また、地方においては、地域の自然資源を生かした風力やバイオマス等の再生可能エネルギー事業を地域の新た 

なる産業として育成していくことも重要な課題である。 

○千代田区においては、こうした認識のもと、区内の民生業務部門において、対外的に排出量(クレジット)の取得する 

場合、地方都市の低炭素まちづくり事業や再生可能エネルギー事業を仲介し、地元の自治体との連携を図りながら、 

大都市・地方協働プロジェクトとしていくための取り組みを展開する。 

○このほか、区内において幅広い主体の参画により温暖化対策・ヒートアイランド対策・循環型社会形成施策を推進す

るため、産官学、公民連携、及びコミュニティレベルの活動における区民・昼間区民連携など様々な連携プログラムの 

推進を図る。 

２－３－①取組方針 

①東京都と連携して、風力発電プロジェクトを支援する。 
②また、区内において、中小ビル街区や商店街、大学等とその周辺地域を対象とした低炭素まちづくり事業の

立ち上げを支援する。 
③さらに、地方都市と連携し具体地区での低炭素まちづくり支援モデルスキームの検討を行うほか、風力や 
木質バイオマスプロジェクトの選定と支援・連携スキームの構築を図る。 
④低炭素型のまちづくり・社会づくりを進めるためのしくみづくりや公民連携の実行組織などにより、様々な

取組みを推進する。 
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２－３－② 5 年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容 
主体 
時期 

削減見込（CO2-t） 
部門の別 

活用を想定する 
事業等 

5 年間  

中期 

約 38,000t- 
CO2/年の削減 
大規模風力 
発電２０基 
建設 

(a)都心の低炭素化と地方の活性化の両立（再生可能エネルギ

ー「生グリーン電力購入プロジェクト」の支援） 
東京都が立ち上げたグリーンエネルギー購入フォーラムに

参加し、東北地方等の大型市民風車プロジェクトの実現を支

援し、それによる「生グリーン電力」を直接購入するスキー

ムを構築する。 

      

千代田

区 
東京都

～ 

２ ３ 年

度 

 

部門 民生業務 

地 域 新 エ

ネ ル ギ ー

等導入 
促進事業 
(経産省) 

5 年間 

 

中期 

約 4,000t- CO2/
年の削減 
ペレット製造

プラント建設 

(b) まちづくりＣＤＭスキームの構築・試行 
・東京都の環境確保条例の改正により導入される制度などと

連携した、低炭素まちづくりによるＣＤＭ認証スキームを、

検討、構築する。 
上記スキームを活用したモデル事業を区内において立ち上

げるとともに地方都市と連携して実施する。 

 

千代田

区 
東京都

～ 

２２ 

年度 

 

部門 民生業務 

都市・地方

連 携 型 環

境 モ デ ル

都 市 推 進

費 交 付 金

(内閣府) 

区内企業 

ＣＯ 2 クレジット 資金提供 

  

木質廃棄物 

ペレット 

ペレット 

ペレット製造工場 

地方都市 

ペレット 

温水 

暖房 

ペレットボイラ 公共施設 

  

 需要家敷地 

資金提供 ＣＯ2クレジット
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5 年間 

 

中期  

(a) 公民協働によるプラットホーム設立と環境に貢献する 
ひとづくりの促進 

・地球温暖化対策や地域の環境対策に貢献するＣＥＳ推進協

議会により、公民連携した「人づくり」を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
・区は、温暖化配慮行動指針と計画書制度を構築する。 
・大丸有地区においては、１９年度に試行実施したエコポイ

ント制度を本格導入し、就業者、来街者等幅広い層の環境活

動参加を促進する。 
 
また、エリアの環境活動拠点“エコッツェリア”を中心に、

啓発セミナーや参加型イベント等を継続的に展開するととも

に、新たに、環境技術等の「見える化」を通じた普及啓発の

ため（仮称）エコミュージアム（屋外型エコッツェリア）を

日本橋川沿いに整備する。 
 

民間 
大学 
区民 
千代田

区 

～ 

２４ 

年度 

 

部門 民生業務 

地 域 に お

ける ESD
の取組 
強化促進 
事業 
(環境省) 

5 年間  

中期 
 

(d) 11 大学による自主行動計画の策定支援 
既存の 11 大学連携組織を活用した自主行動計画づくりと

実践を支援する。 

大学、 

千代田

区～ 

２４ 

年度 
部門 民生業務 

地 域 に お

ける ESD
の取組 
強化促進 
事業 
(環境省) 

法令の規定等による制度的な課題等 

(a）「生グリーン電力」を直接購入するスキーム構築には、電力事業者が管理する地域外への電力供給など 
の法的課題がある。 
 

企 業 

 大 学 

地球温暖化対策をはじめ、区内のさまざまな 

環境問題を考え、行動するためのプラットホーム 

区 民 

・昼間区民 

 

 

 

 

区 役 所
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取組スケジュール（複数の取組間の連携も記述 

取組内容 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 
(a)都心の低炭素化と地方

の活性化の両立（再生可能

エネルギー「生グリーン電

力購入プロジェクト」の 
支援） 

大型市民風車

選定及び 
購入企業 
募集 

電力供給 
契約締結 
電力託送 
準備 

事業実施 事業検証 
事業展開 
プログラム 

構築 

(b) ま ち づ く り Ｃ Ｄ Ｍ 

スキームの構築・試行 
支援プロジェ

クト検討 
事業計画 
構築 

事業実施 
国内 CDM 等

導入検討 

事業検証 
国内 CDM 等 
活用モデル 
事業実施 

事業展開 
プログラム 

構築 

(c)公民協働によるプラッ 
トホーム設立と環境に貢

献するひとづくりの促進 

計画書・表彰

制度実施 
CES 推進協議

会支援 

制度検証 
 
 
 

   

 
(d) 11 大学による自主行動 

計画の策定支援 
 

自主行動計画

支援 
地域連携行動

プラン 
モデル事業 
立ち上げ 

モデル事業 
実施 

モデル事業 
検証 

事業展開 
プログラム 

構築 
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３．取組体制等

３．取組体制等 

３－１ 行政機関内の連携体制 

地球温暖化対策推進本部の立ち上げ。 
庁内の関係課を集めた協議体制を構築すると共に、東京都の政策担当とも連携を図ることが必要となる為、

定期的な調整の場を持つ。 
また、具体的な地球温暖化ハード対策については、環境安全部とまちづくり推進部が連携して実施する。 
ローカーボン・ゼロカーボン公共施設については、環境安全部と所管部が連携して実施する。 

３－２ 地域住民等との連携体制 

区独自の環境マネジメントシステムである千代田エコシステム(ＣＥＳ)を、区民、企業、大学、行政などが

連携して取組むためのＣＥＳ推進協議会を設立した。 

３－３ 大学、地元企業等の知的資源の活用 

千代田区地球温暖化対策懇談会・ＷＧグループ、ＣＥＳ推進協議会会員など、大学、地元企業、ＮＰＯ等の

知的資源を活用する。 
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参 考 資 料
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 ＜ねらい＞ 

○区内の既存中小ビルを対象に、建物設備現況、並びにエネルギー使用実態に関する調査を実施。 

○運用の改善や、建物・設備の修繕・更新時期に合わせた省エネ促進を図るため、情報提供や相談の 

  徹底と省エネ化に関するコストと便益等についての情報共有を進め、単独並びに合意に基づいた省 

  エネ行動促進を図るための新たな取り組み。 

○省エネ化に向け意識の高い区内中小ビルを対象とする「単体対策」と街区・地区などエリアを選定 

  して行う「面的対策」を実施 

    

 ステップ１ 
 ・商店街など中小ビル街区等を地域との協議を踏まえて選

定(「モデル地区」の選定) 
 ・モデル地区において、「建物設備並びにエネルギー使用

実態調査」を実施 
 ・関係ビルオーナー、テナント、エネルギー会社、大学等

の専門家並びに千代田区で構成する「グリーンストック

推進協議会」を設置 
 ステップ２ 

 ・上記調査ふまえた省エネ診断と対策メニューの検討、並

びに対策メニューに関するコスト便益等についての情

報共有の推進 

 ・ビル単体での省エネ化メニューのほか複数ビル間で行う

省エネ化メニューの検討を推進 

 ステップ３ 

・省エネアクションプランの策定 

・省エネ化助成メニューの活用計画 

・国内排出量取引スキームの活用に関するコーディネート

 

 ステップ１ 

・区内中小ビルを対象として、「建物・設備現況及び省エ

ネ意識調査」を実施 

  ・意識の高い民生ビルを対象に「省エネクラブ」を組織 

  ステップ２ 

  ・省エネ化に関する情報提供、関係公益法人等が行う講習

会、説明会の実施 

・都及び国の関係公益法人と連携した「省エネ診断」の 
実施 

  ステップ３ 
  ・運用改善、建物設備の更新に合わせた省エネ相談の実施

   (コスト便益や、助成メニューの活用など) 
  ・国内排出量取引スキームの活用に関するコーディネート

  ・区による助成 

単体対策 面的対策 

省エネクラブ グリーンストック推進地区協議会 

グリーンストック作戦推進体制 

 省エネ診断 

連携 

省エネ診断、啓発、講習等 
参画 連携 

参画 
         (仮称)サポートセンター 
 
  ＜協力体制＞  
 ・千代田区 
 ・不動産関連団体 
 ・エネルギー事業者 
 ・省エネ技術専門家 
 

         などで構成 

 

調査、実施、協力

連携

＜関係公益法人、NPO等＞ 
省エネルギーセンター他

＜東京都＞ 
地球温暖化防止活動推進センター

＜大学＞ 
 早稲田大学、芝浦工業大学他 

商店街

グリーンストック作戦イメージ  (参考１） 
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(

仮
称)

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

 

●民間専門人材と区職員により構成。  （下記プログラムを実施運営）

【プログラムⅠ】 単体建物 省エネ対策の推進 
  ①新築：建築物計画書制度の運用窓口機能 
  ②既築：グリーンストック作戦に本部機能 
       「省エネクラブ」事務局機能  

【プログラムⅡ】 面的対策の推進 
  ①温暖化対策促進地域協議会の運営支援    

【プログラムⅢ】 再生可能エネルギーの導入推進 
  ①導入推進施策パッケージのワンストップ機能  
      「新エネクラブ」事務局機能

【プログラムⅣ】 地域連携プロジェクトの実施支援 
  ①外部クレジット活用のコーディネートなど  

【コア業務】 ハード部門を中心とした温暖化対策の 
                 「総合相談窓口」、「情報発信拠点」 
  運用改善、設備更新、補助制度のアドバイスや省エネ機器等普及や 
  その他啓発活動等の実施  

 千
代
田
区
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部 

 

 

協働  協力  

協力  

協力  

協働  

大学 

 

○テーマに応じた特定研

究室と協働プロジェクト

を実施 

関係公益法人 

 

○プログラムⅠを中心に

協力 

※不動産関連団体、温暖化

対策活動推進センター等  

エネルギー事業者 

 

○テーマに応じた協力 

必要に応じた協働プロジ

ェクトを実施 

 

協働 

ＣＥＳ（千代田エコシステム）推進協議会 

 ○区民・中小企業への啓発、○参画推進で協働  

 

大丸有協議会等の地域協議会 
 ○プログラムⅡを中心に協働 

協働 

ＮＰＯ等 
 ○プログラムⅢ、Ⅳを中心に協力 

協力

地方都市 隣接区 東京都 

(仮称）サポートセンターの役割   (参考２) 

国（各省）
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○区有施設の削減目標を区民に宣言！ （広報千代田 平成 20 年 10 月 5 日に掲載）

区有施設の省エネ対策    (参考３) 
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●プラント新設・更新の際、熱源設備の高効率化を予定 

 

●２０年度より、国交省補助事業を活用した調査研究を開始 

 ・蒸気プラント相互連結による、導管ネットワークの拡大検討 

 ・未利用エネルギー(※)活用等によるプラントCOPの向上検討 

 

 ※ビル排熱(データセンター)などの「排熱エネルギー」や、下水道、河川水、 

  地下水などの「温度差エネルギー」を未利用エネルギーとして活用すること 

  により、個別熱源に比べ約２０％の省エネルギー効果が図れます。 

地域冷暖房低炭素化イメージ 

 

①熱源設備の高効率化 

②プラントのネットワーク化 

③未利用エネルギー活用

エコまちづくり事業（先導的都市環境形成促進事業）の実施 （平成 20 年度）

 国土交通省支援事業を活用し、地域冷暖房施設の高度化、エネルギー効率の向上等を推進 

するにあたり、関係者の合意形成上必要となる調査を実施 

 

●導管ネットワークの拡大 

 ・蒸気：地区間及び地区内のネットワーク化 

 ・冷水：地区内のネットワーク化 

 ・複数の熱供給事業者間の連携可能性検討 

●未利用エネルギー活用等によるプラントCOPの向上 

 ・日本橋川の河川水利用、下水利用、地下水利用 

大丸有地区における既存地域冷暖房低炭素化 (参考４) 
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 低炭素社会の実現に向け、ビジネススタイル・ライフスタイルの変革への働きかけが

求められている。区においては、低炭素社会の実現に向けた取組の一つとして交通対策

に取り組んでいく必要がある。 
 平成20年第3回定例会において低CO2車（電気自動車等）の積極的導入を進めるため、

電気自動車の普及・拡大に向けて区役所地下駐車場での電気自動車充電器（以下「充電

器」という。）の整備やマンション等へ充電器を設置することを指導要綱に位置付けて

いくという方向性を示した。 
 また、庁有車については、低CO2車の導入を推進するとし、まず、区長車及び議長車

について平成20年度末に低CO2車へ更新するとした。 

区役所地下駐車場のイメージ 

  

EV EV EV EV EV

　ＥＣＯ

　充電器

（追加措置等） 
 ・道路地図情報に区役所充電器設置を掲載 
 ・電気自動車の区役所地下駐車場使用料減免 
 ・その他、ＥＶ車普及拡大を図るサービス   

区内での拡大に向けて（検討） 

 ・道路地図情報に区内充電器設置を掲載 
 ・試乗会や展示会の実施 
 ・ＥＶ車普及拡大を図るサービス  
  （例 庁有車のカーシェアリング、充電器設置の補助制度）

充電ステーション拡大イメージ 

電気自動車と充電ステーションの整備・拡大  (参考５) 
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●森林面積の大きい「地方都市」等と連携した、木質バイオマスプロジェクト 
 （ペレット製造プラント建設） 
●森林整備により回収した剪定枝をペレット化 
●製造したペレットを市内公共施設の暖房等に利用する 
●国内クレジット制度などの活用により、木質バイオマスプロジェクトにより生み 
 出されたクレジットを千代田区削減分として取得する 

 地方都市 

木質廃棄物(剪定枝等) 

ペレット製造器 

ペレット 

公共施設

温水 

暖房・給湯 

ペレットボイラ 
需要家敷地 

ＣＯ2クレジット 

千代田区 

区内の企業 

資金提供 

 ペレット製造工場 

都心の低炭素化と地方の活性化の両立      (参考６) 


